
現場技術委託業務要領 新旧対照表

新 旧
森林整備保全事業発注者支援業務委託実施要領

第１～６［略］

第７ 委託費の積算

委託費の積算は次のとおりとする。

（１）森林整備保全事業現場技術業務委託実施要領（昭和 54 年８月 23

日付け 54 林野治第 2015 号 〔最終改正〕令和７年３月 27 日付け

け６林整計第 673 号）を参考として積算する。

（２）～（５）［略］

（６）直接人件費

ア 現場技術員

現場技術者は技術員を適用し、次により人役を算出し計上す

る。

（ア）１工事現場当り標準現場技術業務回数

現場技術業務回数＝標準工期÷30 日（１ヶ月）×４回

（イ）治山工事の場合・・・１回／３箇所

人役＝現場技術業務回数／３

（ウ）林道工事の場合・・・１回／２箇所

人役＝現場技術業務回数／２

イ 管理技術者

管理技術者は、監督職員と打合わせ等を行うものとし、技師

（Ａ）を１人計上する。

森林整備保全事業発注者支援業務委託実施要領

第１～６［略］

第７ 委託費の積算

委託費の積算は次のとおりとする。

（１）森林整備保全事業現場技術業務委託実施要領（昭和 54 年８月 23

日付け 54 林野治第 2015 号 〔最終改正〕平成 27 年３月 24 日付

け 26 林整計第 861 号）を参考として積算する。

（２）～（５）［略］

（６）直接人件費

ア 現場技術員

現場技術者は技術員を適用し、次により人役を算出し計上す

る。

（ア）１工事現場当り標準現場技術業務回数

現場技術業務回数＝標準工期÷30 日（１ヶ月）×４回

（イ）治山工事の場合・・・１回／３箇所

人役＝現場技術業務回数／３

（ウ）林道工事の場合・・・１回／２箇所

人役＝現場技術業務回数／２

イ 管理技術者

管理技術者は、監督職員と打合わせ等を行うものとし、技師

（Ａ）を１人計上する。
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（削除）

ウ 超過勤務費は考慮しないこととする。

（７）～（14）［略］

第８～９［略］

付則

この要領は平成 21 年 ４月 １日から施行する。

この要領は平成 21 年 ６月 10 日から施行する。

この要領は平成 22 年 ４月 １日から施行する。

この要領は平成 24 年 ４月 １日から施行する。

この要領は平成 24 年 ７月 18 日から施行する。

この要領は平成 26 年 ７月 １日から施行する。

この要領は平成 27 年 ７月 １日から施行する。

この要領は令和 ３年 ４月 １日から施行する。

この要領は令和 ５年 ４月 １日から施行する。

この要領は令和 ５年 ７月 １日から施行する。

この要領は令和 ７年 ７月 １日から施行する。

ウ １ヶ月当り現場技術業務従事日数（20 日／月）とする。

エ 超過勤務費は考慮しないこととする。

（７）～（14）［略］

第８～９［略］

付則

この要領は平成 21 年 ４月 １日から施行する。

この要領は平成 21 年 ６月 10 日から施行する。

この要領は平成 22 年 ４月 １日から施行する。

この要領は平成 24 年 ４月 １日から施行する。

この要領は平成 24 年 ７月 18 日から施行する。

この要領は平成 26 年 ７月 １日から施行する。

この要領は平成 27 年 ７月 １日から施行する。

この要領は令和 ３年 ４月 １日から施行する。

この要領は令和 ５年 ４月 １日から施行する。

この要領は令和 ５年 ７月 １日から施行する。

［追加］


